
http://kanko-jinzai.jp/event/Web
本チラシ裏面のFAX申込用紙を送付

03-3545-7311FAX

［13：30～14：20］

Withコロナ時代のインバウンド展望
株式会社やまとごころ  代表取締役　村山 慶輔 氏

［14：20～14：50］

アフターコロナを見据えた
人材施策
一般社団法人留学生支援ネットワーク 事務局長　久保田 学 氏

［14：50～15：00］

東京都における観光産業事業者
支援情報
東京都産業労働局 観光部

観光産業外国人材活用支援事業

企  画  ・  運  営 観光産業外国人材活用支援事業運営事務局 （株式会社学情） 主  催 東京都

お問い合わせ 03-3545-7310電  話 info@kanko-jinzai.jpメール

お申込みはこちら〈方法：WebまたはFAX〉 令和2年11月4日（水）まで　※定員に達し次第締め切り申込締切

日  時 プログラム

参加

無料
定員60名 先着順Withコロナ時代における

観光産業においては、インバウンド需要を積極的に取り込むことを目的に外国人材の採用が進んでいます。
一方、昨今の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う訪日外国人観光客の減少により、観光産業は大きな打撃を受けています。
本事業では、観光産業事業者が最も興味のある今後のインバウンド市場の展望について専門家からの分析と、
今後の観光市場の回復と人材供給・需要のタイミングをいかに見極めて採用戦略の構築をするかの方法論について情報提供を行います。
あわせて、東京都の事業者支援についての情報提供も行います。

インバウンド市場の展望・
外国人材採用戦略セミナー

観光産業事業者対象  オンラインセミナー �

令和2年11月11日　
13：30～15：10

対  象 東京都内に本社・主たる事業所を持つ宿泊業・飲食業・
小売業（免税店）の経営者、人事担当者等

定  員 60名（先着順）
実施形式 オンライン形式（ZOOMを利用したセミナー）

・ お手持ちのパソコンやスマーﾄフォンでご自宅や外出先からも参加できます。
・ お申し込み後に事務局から参加方法についてご案内いたします。

講  師 一般社団法人留学生支援ネットワーク  事務局長  久保田 学 氏
政府の外国人採用・活用事業に携わり、企業や教育現場での課題解決までの公益的な
支援活動を行う。また、年間150件以上のセミナー講演を行うと共に政府の外国人材雇
用関連の委員やJETROの専門家等も務める。

株式会社やまとごころ  代表取締役  村山 慶輔 氏
2007年にインバウンド観光に特化した情報サイト「やまとごころ.jp」を立ち上げ、企業・
自治体向けに情報発信、研修、人材マッチング、コンサル等を提供。インバウンドビジネ
スの専門家として、多数のメディアへ出演。



参加申込書 お申込みは必要事項をご記入のうえ、FAX送信してください。

事業者名

お名前

所在地

役職名

（　　　　　　　　　　 ）

フリガナ

電話番号

メールアドレス

業種 □ 宿泊業　　　　□ 飲食業　　　　□ 小売業（免税店）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

〒　　　　　　─

海外進出状況

従業員数
※正規雇用数 □ 20名未満　　　　□ 20～50名　　　　□ 51～100名　　　　□ 101～300名　　　　□ 301名以上

□ 海外進出済み　　　　□ 海外進出計画中　　　　 □ 海外進出していない

外国人材（正社員）
採用状況 □ 既に採用している　　　　　　□ 検討している

セミナー情報の入手
媒体（複数回答可）　　

セミナー情報の
入手経路
（複数回答可）　　

□ ウェブ　　　　□ チラシ　　　　□ メール

お預かりした個人情報については、本事業の運営目的のための利用に限定し、個人情報保護法に基づき適正に管理いたします。

〈自由回答〉 セミナーについての質問や当日聞きたいことがあれば自由にご記入ください。

03-3545-7311FAX
送信方向

FAX申込書

観光産業外国人材活用支援事業

企画・運営

観光産業外国人材活用
支援事業運営事務局
（株式会社学情） 

主 催

東京都

Withコロナ時代における

インバウンド市場の展望・
外国人材採用戦略セミナー

□ 東京都ホームページ □ 行政機関からの案内 □ 業界団体からの案内
□ Hoteres （紙面） □ HoteresOnline （Web） □ 外食日報
□ やまとごころ □ ジャパンショッピングツーリズム協会 □ 東京商工会議所
□ ニュース記事 □ インターネット検索 □ 知人からの紹介
□ DM・FAX
□  その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

下記の参加条件をご確認の上、□チェック（ご回答）をお願いいたします。

□ 東京都内に本社・主たる事業所を持つ宿泊業・飲食業・小売業（免税店）の経営者、人事担当者等である


